
別表（第３条・第４条関係） 

補助対象設備等、補助対象施設、交付要件、補助金の額 

補助対象設

備等 
補助対象施設 交付要件 

補助金の額 

（補助率） 

太陽光発電

設備 

（自家消費

型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 宿泊施設 

（旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２条第

２項に規定する旅館・ホテル営業を営む法人が設置

する施設のうち、本市に設置する宿泊施設であっ

て、同法第３条の許可を受けたもの。ただし、客室

数が１０室未満のもの及び風俗営業等の規制及び業

務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２

２号）第２条第６項に規定する営業に供するものを

除く。以下同じ。） 

 

イ 私立学校 

（私立学校法（昭和２４年法律第２７０号）第３条

に規定する学校法人が、学校教育法（昭和２２年法

律第２６号）第４条第１項の規定による認可を受け

て、本市に設置する学校。以下同じ。） 

 

ウ 民間保育所等 

（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９

条に規定する保育所、就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平

成１８年法律第７７号）第２条第６項に規定する認

定こども園及び同条第７項に規定する幼保連携型認

定こども園のうち、本市に設置するものであって、

設置及び運営の主体が民間事業者であるもの。以下

同じ。） 

 

エ 民間社会福祉施設 

（本市との協定に基づき運営される民間福祉避難所

施設及び民間指定避難所施設に限る。以下同じ。） 

 

オ 交通関連事業施設 

（鉄道・バス※１・タクシー※２事業者の事業用資

産（例：駅舎、車庫、事務所等）のうち、市内に所

在するもの。以下同じ。） 

※１ 奈良県バス協会加盟事業者に限る。 

※２ 奈良県タクシー協会奈良市部会加盟事業者に

限る。 

 

国実施要領 別紙２ 

２ 重点対策加速化事

業 

（２）交付対象事業の

内容 

ア 屋根置きなど自

家消費型の太陽光

発電 

（ア）太陽光発電設

備（自家消費

型） 

の交付要件のとおり 

 

※ＰＰＡ、リースによ

る設置も可能とする。 

① 太陽光発電

設備容量１ｋＷ

当たりの補助金

の対象となる経

費（消費税等仕

入控除税額を含

む。）が、２３

万円以上の場合 

 

１５万円×太陽

光発電設備容量

（ｋＷ） 

 

② 太陽光発電

設備容量１ｋＷ

当たりの補助金

の対象となる経

費（消費税等仕

入控除税額を含

む。）が、２３

万円未満の場合 

 

１５万円×Ａ／

２３万円×太陽

光発電設備容量

（ｋＷ） 

 

Ａ：太陽光発電

設備容量１ｋＷ

当たりの補助金

の対象となる経

費（消費税等仕

入控除税額を含

む。） 



 

 

 

 

カ 第一種エネルギー管理指定工場等及び

第二種エネルギー管理指定工場等（上記

アからオまでに該当するものを除く。） 

（エネルギーの使用の合理化及び非化石エ

ネルギーへの転換等に関する法律（昭和

54年法律第 49号）第 10条第２項の規定

による第一種エネルギー管理指定工場等

又は同法第 13条第２項の規定による第二

種エネルギー管理指定工場等のうち、市

内に所在するもの。以下同じ。） 

 

  

太陽熱利用

設備 

（太陽熱温

水器） 

 

 

 

ア 宿泊施設 

 

イ 私立学校 

 

ウ 民間保育所等 

 

エ 民間社会福祉施設 

 

オ 交通関連事業施設 

 

カ 第一種エネルギー管理指定工場等及び

第二種エネルギー管理指定工場等（上記

ア～オを除く。） 

 

国実施要領 別紙２ 

２ 重点対策加速化事

業 

（２）交付対象事業の

内容 

イ 地域共生・地域

裨
ひ

益型再エネの立

地 

（ケ）熱利用設備 

の交付要件ａのとおり 

補助金の対象

となる経費の

２／３ 

 

※補助金の対
象となる経費
は、消費税等
仕入控除税額
を控除したも
のに限る。 

高効率空調

機器への更

新 

ア 宿泊施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国実施要領 別紙２ 

２ 重点対策加速化事

業 

（２）交付対象事業の

内容 

ウ 業務ビル等にお

ける徹底した省エ

ネと改修時等のＺ

ＥＢ化誘導 

（チ）高効率換気空

調設備 

の交付要件ａのとおり 

補助金の対象

となる経費の

１／２ 

 

※補助金の対

象となる経費

は、消費税等

仕入控除税額

を控除したも

のに限る。 

 

 

 


